
（参考）

＜対象事業者（①かつ②）＞
①一般型消費税免税店の許可を受けた者
②以下のいずれかに該当する者
　・那覇市、浦添市に本社、本店を持つ者
　・沖縄県商店街振興組合連合会の加盟店
　・那覇市、浦添市観光協会の会員

（ふ頭係）

（調整係）

臨時免税店の開設

業務課

港湾施設使用の許可

事前承認港湾施設に係る臨時
販売場設置届出書の届け出

港湾施設使用許可の申請

※設置しようと
する日の前日ま
で

出店計画書の提出

※毎月ごと

入構申請書の提出

※前日の１５時
まで

入構申請書の許可

業務課

臨時免税店の出店事業者の募集

クルーズ推進課

那覇クルーズターミナル（ＮＣＴ）１階ピロティでの臨時免税店の開設フロー

※承認までには
２週間程度が必
要。

事前承認港湾施設の承認

※そうでない場合、
まずは「一般型輸出
物品販売場許可申請
書」を所轄税務署に
提出し、許可を受け
る手続きが必要。

公　募

応　募

応募者多数の場合、抽選により出店者を決定

出店が決定した事業者へ通知

那覇港管理組合 臨時出店を希望する事業者

一般型消費税免税店の
許可を受けた者

所

轄

税

務

署

事前承認港湾施設承認の申請


